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抄 録

自律走行ロボットは自律的に経路を計画し目的とする場所へ到達するように開発されたロボットである。この種

のロボットでは走行用の軌道が存在せず障害物などによっても経路の変更が発生するため、高い自律性と自由度を

維持するには無線方式での通信機能が要求される。特に屋内などの近距離通信では、法的規制のある電波通信に比

較し、赤外光を利用した光無線通信方式が有利な場合が多い。

本稿では走行中におけるロボットとオペレータとの間の制御用データ伝送を行う自律走行ロボット搭載型光情報

通信システムの開発について報告する。

通信システム（以下、通信システムという）を開発し、自律

走行ロボットへ搭載した。

本稿ではこの通信システムの詳細について報告する。

2 ．通信システム

2.1　通信システムの構成

開発した通信システムは、オペレータ用のコンピュータへ

接続されたホスト局、自律走行ロボットへ搭載されたロボッ

ト局、さらにこれらの間の通信の中継を行う固定局の 3 種類

の通信局から構成されている（図 1）。

1 ．はじめに

開発した自律走行ロボットは、自律的に目的地までの経路

を計画し、周囲の環境認識を行いながら移動する能力を有す

るものである。この種のロボットでは走行用の軌道が存在せ

ず、障害物などによっても経路の変更が発生するため、制御

データの伝送などには無線通信が必要となる。

無線通信では電波を用いた方式が一般的に利用されている

が、電波による通信は細部にわたる法的な規制があるほか、

工場などでは電磁ノイズの影響を受けやすいなどの問題があ

った。

近年、オプトエレクトロニクス製品が低価格になり入手が

容易になったことや通信規格の標準化、さらに通信のための

ハードウェアが比較的簡単であることなどの要因により、近

距離では空間伝搬光を用いた通信の利用が拡大している。こ

のような光を用いた無線通信では、通信距離や指向性の問題、

遮断による通信不能状態の発生などが問題点として挙げられ

るが、その反面、この性質は壁などの遮蔽物や通信方向、距

離などにより容易に通信エリアを分けることができるという

利点ともなっている。

本研究では建物内における自律走行ロボットの通信手段と

して、上記のような特徴を持つ空間伝搬光を利用した光情報

視覚システム搭載型自律走行ロボットの開発（第 5 報）
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北海道立工業試験場報告 No.296

̶1 3 8̶

この通信システムで通信可能な範囲は固定局の設置範囲で

決まり、設置された固定局と通信可能な範囲内であればロボ

ット局は自由に移動して通信が可能となっている。実際に試

作したシステムの通信局の数は、固定局が 3 、ロボット局が

1 、ホスト局が 1 であるが、各通信局が異なった ID 番号を

持つことで論理的には固定局・ロボット局とも最大 63 の通

信局を識別することが可能となっている。ホスト局は 1 台に

限定されるが、その設置場所はロボット局同様、固定局の通

信範囲内で自由に決めることが可能となっている。

ホスト局、ロボット局はそれぞれオペレータの操作するコ

ンピュータ、自律走行ロボットの制御部へシリアル通信ケー

ブルを介して接続されている。また、固定局は主にホスト局

とロボット局の間の通信の中継機能を持ち、自律走行ロボッ

トの移動範囲をカバーするように天井等に複数設置される。

固定局間は互いに通信ケーブルで接続され、固定局間での通

信はこの通信ケーブルを経由してシリアル通信を行ってい

る。

対象となるロボットは自律的に移動を行うため、伝送する

データは表 1 に示すように目的地の指示や状態のモニタなど

を目的としたものである。また、ロボット局からは自局の位

置を知らせるための位置通知メッセージをホスト局へ送信

し、オペレータのコンピュータ上でロボット局の存在エリア

を表示するシステムとなっている。

2.2　通信システムの機能

通信システムの機能は主にデータ伝送機能と位置検出機能

の 2 つに分けられ、これらの機能は各通信局に必要な機能を

分けて搭載している。各通信局における機能を表 2 に示す。

（1）データ伝送機能

通信局間で伝送されるデータは送信先の ID 番号やデータ

チェック用のコードなどが含まれた形式（ここではメッセー

ジと呼ぶ。図 2）に変換され伝送されている。

ロボットの制御部からオペレータのコンピュータへデータ

を伝送する場合、ロボットの制御部から伝送モジュール（ロ

ボット局）へ送られたデータは、まず、自局の ID 番号やチ

ェック用コードなどを付加したメッセージとして光通信によ

り送信される。ホスト局が通信範囲にある場合には直接通信

を行うが、一般には最も近くの固定局が受信し転送処理を行

う。固定局ではシリアル通信ケーブルにより他の固定局へデ

ータを転送すると同時に、ホスト局が自局の通信範囲内にあ

るかチェックし、通信可能な場合には光通信により伝送を行

う。シリアル通信ケーブルにより転送された他の固定局も同

様の処理を行い、最終的にホスト局と通信の可能な位置に設

置された固定局からメッセージの転送が行われる。
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途中経路でのエラーの発生によりメッセージが正常に届か

なかった場合のために、送信側のロボット局では送信したメ

ッセージのコピーを保持し、受信したホスト局からのリプラ

イメッセージを待ち受ける。一定時間以内でリプライメッセ

ージが返ってこなかった場合には、保持しておいたメッセー

ジのコピーを再送信する。この繰返しにおいてもリプライメ

ッセージが返ってこなかった場合には、エラーとしてロボッ

トの制御部へ通知する。

これらの処理はホスト局からロボット局への通信において

も同様の処理により伝送が行われる。

また、メッセージに付加された開始コード、データ数、デ

ータチェックコード、終了コードにより受信時にメッセージ

の正当性をチェックし、伝送データの信頼性を向上させてい

る。

（2）位置検出機能

空間伝搬光による通信では遮蔽物や距離により通信範囲が

限定される。このため各固定局での通信可能な範囲と、どの

固定局のどの方向の受光素子で受信したかという情報を得る

ことでロボット局の存在エリアを検出することが可能とな

る。

ロボット局は位置の検出用として、通常のデータ伝送以外

に、毎秒 1 回の位置通知用メッセージを送信している。

受信した固定局ではこのメッセージに自局の ID 番号と受信

した受光素子番号を埋め込み、ホスト局へ転送することでロ

ボット局の位置情報を提供するシステムとなっている。この

位置情報はオペレータの操作するコンピュータ上で予め入力

された固定局の設置情報と比較照合され、ロボット局の位置

を数メートル程度のエリアで特定することができる。

3 ．システムの開発

3.1　通信モジュール

試作した光情報伝送モジュールの外観を図 3 に、ロボット

へ搭載状態を図 4 に示す。また、ハードウェアのブロック図

を図 5 に示す。

試作したシステムは通信の制御方法などを容易に変更可能

とするため、機能のほとんどをソフトウェアで実現し、ハー

ドウェア部分はできるだけ簡略化した。そのため、ハードウ

ェア部分はホスト局、ロボット局、固定局で共有化可能とな

っている。

伝送モジュールは光通信回路の部分と制御用のマイコンボ

ードから構成されている。光通信回路部は、受光素子、発光

素子とそのドライブ回路を搭載した部分で、受光素子 1 個、

赤外 LED2 個からなる小モジュール 7 台を、中央部垂直上

方へ向けて 1 台、その周りに等間隔で水平方向から 30°上

方へ向けて 6 台配置したものである。受光素子として受光感

度の半値角が 45deg のもの（光電子工業製 HC － 377）を使

用することにより、上方からの広範囲な受信を可能としてい

る。また、発光素子は赤外 LED（東芝製 TLN115A）を

2 個一組で使用することで送信強度を上げ、通信エリア内で

の安定した通信を確保している。発光素子の発光強度の半値

角はやや狭く 21deg となっているが、複数の発光素子を利

用することで全方向への同時送信を可能にしている。

通信制御部には 16bitMPU を搭載したワンボードコンピ

ュータ（梅沢無線電機 ( 株 ) 製 UEC68K）を利用し、パラレ

ル入出力ポートを介して光通信部を直接制御している。使用

した 8bit のパラレル入出力ポートのうち、光送信用に 1bit 、
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光受信用に 7bit 使用している。また、ホスト局におけるオ

ペレータ用コンピュータとの接続、ロボット局におけるロボ

ットの制御部との接続および固定局間のデータ転送用として

シリアル通信ポートを利用し RS-232C による通信を行ってい

る。

光通信の伝送方法は 38kHz の変調光を用いて“0”に ON

の状態を“1”に OFF を割り当てたもので、通信速度はソ

フトウェア処理による制限のため現在 1.5kbps となってい

る。なお、シリアル通信ポートの通信速度は 9.6kbpsとした。

3.2　通信制御プログラム

通信制御プログラムは主に以下の 4 つの処理に分けられ

る。

・光通信の送受信処理

・シリアル通信ポートの送受信処理

・位置通知メッセージの生成（ロボット局、ホスト局）

・メッセージ処理

光通信における送受信処理のフローチャートを図 6 に示

す。送受信処理ではタイマー割込によりビット単位での送受

信をソフトウェアにより制御している。

受信処理と送信処理は排他的に動作し、受信状態にある場

合には送信処理を抑止、また、送信処理中は受信処理を行わ

ない方法を採っている。また、他の通信局からの送信信号と

の干渉を防ぐため、メッセージの送信前には一定時間受信状

態をモニタし無信号状態を検出して送信処理を開始してい

る。

受信処理ではビット同期処理、フレーム同期処理をソフト

ウェアにより行うことで、7 個の受光素子のどの素子で有効

な信号を受信しているかのチェックを可能としている。メッ

セージの取込みは有効な素子から行い、受信後にさらに誤り

チェックを行って有効な受信メッセージだけを採用してい

る。

各ポートで受信したデータは一旦バッファリングされ、メ

ッセージの種別、送信先の ID がチェックされる。ホスト局、

ロボット局では通信状態確認用のメッセージ以外は、すべて

シリアル通信ポートと光通信との間の転送である。固定局で

はメッセージの種別や送信先 ID により転送先や処理が異な

る。ホスト局、ロボット局のメッセージ処理のフローチャー

トを図 7 に示す。
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ホスト局、ロボット局のメッセージ処理では、送信時の再

送信用メッセージのコピーの保持、リプライメッセージの監

視、受信時のリプライメッセージの生成などにより前述した

エラー処理を行っている。

なお、メッセージは 2 バイトの開始コードと送信先 ID 、

送信元 ID 、メッセージ番号、データ数、データ、チェック

コード、終了コードで構成し、チェックコードは送信先 ID

以降、データ部までの加算値の下位 8bit を使用している

（図 2）。

3.3　オペレータ用コンピュータでの処理

オペレータ用のコンピュータに搭載した通信処理では以下

の 3 つの処理を行っている。

・キー入力されたコマンドの伝送

・ホスト局で受信されたメッセージの取り込みと表示

・ロボット局からの位置通知メッセージによる位置表示

位置表示は受信した位置通知メッセージに含まれる経路情

報から、ロボット局の存在エリアを画面上にマップ表示する

もので、毎秒 1 回の位置通知メッセージ受信毎に更新するこ

とでロボットの現在地の確認を可能とした（図 8）。位置通

知メッセージに含まれる経路情報は受信した固定局とその受

光素子番号で、予めコンピュータに入力されている固定局の

設置位置の情報と比較することで、位置の検出を行うシステ

ムとしている。

4 ．通信試験と結果

4.1　データ伝送機能

当試験場内の廊下において、基本コマンドの通信試験およ

びロボット局の位置検出試験を行った。実験システムは、

10m 間隔で設置した 2 台の固定局と 1 台のロボット局、1

台のホスト局で構成し、オペレータ用コンピュータから入力

されたコマンドの伝送試験およびロボット局から送信される

毎秒 1 回の位置通知メッセージの受信率を調べた。

この実験の結果、固定局での通信状態は、1 つの固定局の

カバーする範囲である 5m 程度の範囲でほぼ 100％の伝送を

確認し、固定局間の中間位置では両方の固定局での受信が確

認された。また、移動時においても受信率はほぼ同じ結果が

得られた。

ロボット局が静止状態での通信距離とメッセージ受信率の

グラフを図 9 に示す。グラフでは 7 方向に配置している受光

素子のうち、廊下の方向に沿った 3 方向の素子の受信率を示

している。距離により各受光素子の受信率は大きく変化する

が、各受光素子の和である総合的な受信率は固定局から前後

5m 程度の範囲でほぼ 100％であることがわかる。なお、前

後の受信率で差が生じているのは受光素子の設置状態や指向

角のばらつきによるものと思われる。

4.2　位置検出機能

図 9 のグラフからわかるように各受光素子の受信状態から

ロボット局の存在するエリアの推定が可能であることがわか

る。実験システムでは中央の受光素子の受信可能エリアを固

定局直下の前後 2m の範囲、前後の受光素子は直下から受光

素子の向いている方向へ 6m までの範囲として、ホスト局に

接続したコンピュータの画面上に位置表示して実際の位置と

の差を検証した。ロボットの位置は表示されたエリアの中央

に存在するものとして評価した。

その結果、各受光素子の受信エリアの境界などでは受信す

る受光素子が変動するため、表示される検出位置が変動する

場合があり、この方法では実際の位置と最大±3m 程度の差

が出た。しかし、実際の移動ロボットではその移動速度がほ

ぼ一定であることから、前後の位置検出結果との比較処理を

行ってさらに位置検出精度を上げることが可能と考えられ

る。

5 ．考察

実験システムではロボット局が 1 台に限定された環境であ
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ったため、複数のロボット局が同一の通信エリアにあった場

合の問題点などが十分に検討できなかった。また、広いエリ

アをカバーするには固定局の数や固定局間の接続の問題など

があり、今後検討が必要と思われる。

試作したシステムでは通信制御の大部分をソフトウェアに

より実現したため、通信速度が十分に得られなかった。ま

た、今回使用した受光素子は、一般的な光リモコン用受光ユ

ニットであるため、可視光の遮断や特定の変調光（搬送波

38kHz）にのみ反応するなどの機能を持つ一方、リモコン

などの低速通信向けであるため通信速度が数 kbps に制限さ

れている。これらの点はハードウェアの機能を向上すること

で対応が可能と考えられることから、今後、高速な受光素子、

FPGA などのプログラマブルなデバイスを使った高速化、

小型化を進めていく。

6 ．まとめと今後の展開

自律走行ロボット搭載を目的として光情報通信システムの

開発を行い、実験により有効性を確認した。

試作したシステムは通信制御の大部分をソフトウェアによ

り実現したため比較的低速な通信速度となったが、位置検出

機能など移動体を対象とした通信システムとして有効な機能

を持つシステムとなった。

今後は通信速度の向上と固定局間の接続方法の改良などを

図ることにより、さらに実用的なシステムを目指す。また、

将来はハードウェアの改良により小型化、高速化を実現し、

福祉など他の分野への展開も検討していく予定である。
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